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インフルエンザ等の予防のため、人混みではマスク、
帰宅したら手洗い・うがいを忘れずに！

必要な献血者数の確保が難しい状況が続いています

－愛の献血にご協力ください－

献血バス

日　　時　11 月 20 日（木）　13：00 ～ 16：00

場　　所　トヨペット スマイルホール 大洗　1 階

　　　　　（大洗文化センター）

※東側駐車場（広い方）側の入口から建物の中に

入っていただき、受付・問診をお願いします。

　大洗町は継続して町内の企業、及び町施設で献血バス

を受入れ、献血へのご協力をお願いしています。献血バ

スや献血ルームでの愛の献血に、皆さんのご理解とご協

力をよろしくお願いします。

問 合 せ　健康増進課　☎ 029-266-1010

　　　　　茨城県赤十字血液センターホームページ

　　　　　https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ibaraki/

勝田駐屯地・施設学校開設
74 周年記念行事

日　　時　11月22日（土）8：30～15：00（駐屯地一般開放）

場　　所　陸上自衛隊勝田駐屯地

内　　容

　9：40～10：20　観閲式　　　10：20～10：40　観閲行進

10：40～11：05　アトラクション　11：05～11：30　訓練展示

12：00～15：00　体験試乗　　12：30～15：00　装備品展示

※詳細は、施設学校ホームページをご覧ください。

　内容については、天候等により変更する場合があります。

問 合 せ　勝田駐屯地 広報班 ☎ 029-274-3211（内線 292）

行 政 書 士 無 料 相 談
実 施 日　11 月 18 日（火） 13：00 ～ 16：00

場　　所　大洗町役場　3 階会議室

相 談 員　茨城県行政書士会 水戸支部会員

問 合 せ　秘書広報課 広報係（内線 212）

住宅リフォームをお考えの方へ！
必ず着工前の申請が必要です！

【令和 7 年度 大洗町住宅リフォーム補助金のご案内】

　町民の皆さんの居住環境の向上及び町内中小企業の振

興を図るため、町内の施工業者を利用して、ご自宅の修

繕や補修工事を行う場合、その経費の一部を補助します。

※着工後の申請は対象となりませんのでご注意ください。

※補助金の交付には必要な条件があり、ご相談内容に

よっては補助の対象とならない場合があります。

　まずは申請前に商工観光課へお気軽にご相談ください。

対象工事例

内装・外装工事、建具工事、畳の張替え、お風呂・ト

イレ・水回り設備工事など

補 助 率

対象工事費（消費税別）の 10％・限度額 10 万円（但

し 1,000 円未満は切捨て）

申請期限　11 月 25 日（火）まで　

※ただし、予算額に達した場合、申請期

間内であっても申請受付を締め切るこ

とがあります。

※申請内容の審査がありますので、

　期間に余裕を持ってご申請ください。

申請先／問合せ　商工観光課（内線 334）

茨 城 県 行 政 書 士 会
「電話による無料相談」

　遺言、相続、農地転用、届出、各種許認可等、暮らし

や仕事における困りごとや役所等の諸手続きに関する相

談に、茨城県内の行政書士が電話でお答えします。

日　　時　毎週木曜日（祝日を除く）　13：30 ～ 16：30

電話番号　☎ 029-350-5767

問 合 せ　茨城県行政書士会事務局　☎ 029-305-3731

令和 7 年秋季全国火災予防運動
11月9日（日）～11月15日（土）

『急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし』

地震火災について

・大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発

生するおそれがあるため、消防力が不足することで消

火活動が困難な状態となり、住宅密集地などでは大規

模な火災につながる危険性が高くなります。

地震火災を防ぐ主なチェックポイント

1. 事前の対策

・住まいの耐震性を確保する

・家具等の転倒防止対策（固定）を行う

・感震ブレーカーを設置する

・ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物

を近くに置かない

・住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する

・住宅用火災警報器（連動型住宅用火災警報器などの

付加的な機能を併せ持つ機器を推奨）を設置する

2. 地震直後の行動

・停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源

プラグをコンセントから抜く

・石油ストーブやファンヒーターから油漏れの有無を

確認する

・避難するときはブレーカーを落とす

3. 地震からしばらくして（電気やガスの復旧、避難からもどったら）

・ガス機器、電化製品及び石油器具の使用を再開する

ときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすい

ものがないことを確認する

・再通電後は、しばらく電化製品に煙やにおいなどの

異常がないか注意を払う

4. 日頃からの対策

・お住まいの地域での地震火災による影響を把握する

・消防団や自主防災組織等へ参加する

・地域の防災訓練へ参加するなどし、発生

時の対応要領の習熟を図る

問 合 せ　消防本部 火災警防課 火災予防係

　　　　　☎ 029-266-1119


